
報告第２号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

 次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のように専決処分し

たので、同条第３項の規定により市議会に報告し、その承認を求める。 

 

 

   令和７年５月１６日提出 

 

 

 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    

 

 

 

 

記 

 

    芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

処分理由 

 

 兵庫県による産後ケア事業の充実に伴い、兵庫県が兵庫県医師会及び兵庫県助産師

会と集合契約を締結することにより、産後ケアの利用者は市ではなく直接事業者に自

己負担額を支払うため、芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部

を改正する必要が生じたが、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないこと

が明らかであったため。 
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専決第２号 

 

 

 

   芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 

 別紙のように、芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決

処分する。 

 

   令和７年４月１１日 

 

 

 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    
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芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例（昭和４５年芦屋市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（使用料等） （使用料等） 

第５条 こども家庭・保健センターの使用者は、診療報酬の算定

方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号。以下「診療報酬算

定方法」という。）別表第１医科診療報酬点数表により算定し

た額の範囲内で、別表に定める使用料を納付しなければならな

い。 

第５条 こども家庭・保健センターの使用者は、診療報酬の算定

方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号。以下「診療報酬算

定方法」という。）別表第１医科診療報酬点数表により算定し

た額の範囲内で、別表第１に定める使用料を納付しなければな

らない。 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 母子保健法第１７条の２に規定する産後ケア事業を利用しよ

うとする者は、別表第２に定める利用料を納付しなればならな

い。 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 
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改正後 改正前 

別表（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

（略） 
 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 別表第２（第５条関係） 

 区分 単位 利用料 

産後ケア（通所型）   

生活保護世帯 １日 ５００円 

市民税非課税世帯 １日 ５００円 

夫と妻の合算所得が１，５００

万円以上の世帯 

１日 ８，０００円 

上記以外の世帯 １日 ４，５００円 

産後ケア（宿泊型）   

生活保護世帯 １日 １，０００円 

市民税非課税世帯 １日 １，０００円 

夫と妻の合算所得が１，５００

万円以上の世帯 

１日 ９，０００円 

上記以外の世帯 １日 ５，０００円 

産後ケア（訪問型）   

生活保護世帯 １回 ０円 

市民税非課税世帯 １回 ０円 

夫と妻の合算所得が１，５００

万円以上の世帯 

１回 ２，０００円 

上記以外の世帯 １回 １，０００円 
 

 備考 

１ 多胎の場合の利用料は、乳児の２人目以降の１人につ

き、通所型及び訪問型は５００円、宿泊型は１，５００円

を加算した額とする。 
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改正後 改正前 

２ 夫と妻の所得の額の計算方法については、規則に定める

ところによる。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和７年４月１日からこの条例の施行の日の前日までに母子保健法第１７条の２に規定する産後ケア事業を利用した者に

ついては、この条例による改正前の芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例第５条第３項及び別表第２の規定

は適用しない。 
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参 照 

 

 

   芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  兵庫県が兵庫県医師会及び兵庫県助産師会と集合契約を締結することに伴い、産

後ケアの利用者が自己負担額を事業者に直接支払うこととなり、市の利用料にかか

る規定を削除するため、所要の改正を行ったもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 産後ケア事業の利用者から納付を受けていた利用料に係る規定の削除 

（第５条及び別表第２関係） 

 

(2) その他規定の整理 

 

３ 施行期日等 

(1) 公布の日 

(2) 令和７年４月１日から施行日の前日までに産後ケア事業を利用した者について

は、改正前の第５条第３項及び別表第２の規定は適用しない。 
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報告第２号説明資料 

 

芦屋市産後ケア事業に係る集合契約の実施について 

 

１ 産後ケア事業の現状と課題について 

令和３年度に産後ケアの実施が市町の努力義務となり、令和５年度から産後ケア事業の対象

者が、産後ケアを必要とするすべての者に拡充され、市町が委託する産後ケア事業実施機関数

や利用者数が増加しました。 

現 状 

（芦屋市） 

契約：芦屋市と医療機関が直接委託契約を締結 

利用料：利用者に芦屋市が納付書を送付し、利用者が納付 

契約金額と利用料：芦屋市独自で設定 

課 題 

（芦屋市を

含む県内） 

① 利用者が里帰りをした場合、利用者が居住する市町が市町域外の実施機

関と契約していない場合、産後ケア事業を利用できない。 

② 実施機関は市町ごとに様々な条件で個別契約し、複数の契約が必要であり

事務が煩雑 

③ 市町によって実施機関の偏在があり産後ケア事業実施機関を確保すること

が困難 

 

２ 集合契約について 

契約方法 集合契約に参加する市町から委任を受けた兵庫県と、集合契約に参加する産

後ケア事業実施機関（以下「協力機関」という。）から委任を受けた兵庫県医師

会、兵庫県助産師会が代表して、産後ケア事業にかかる契約を実施 

メ リ ッ ト ① 利用者は県内すべての協力機関で産後ケアを受けることが可能となる。 

② 集合契約を行うことで、県内の各市町と各協力機関が個別に産後ケア事業

についてする契約は不要となる。 

 

３ 令和７年度以降の産後ケア事業について 

産後ケア事業の対象、内容、金額等が県で統一されます。 

利用対象 市内に住所を有する産後１年以内(１歳の誕生日の前日まで)の母親及び乳児、

流死産を経験して１年以内の方 

ただし、協力機関で事業内容・対象月齢は、利用期間の範囲内で設定可能 

協力機関 下記の内容すべてを実施できる機関 

① 母親への保健指導、栄養指導（健康状態の観察、身体的ケア、栄養指導 

等） 

② 母親の心理的ケア(産後うつ病自己評価票等を活用した相談支援等)  

③ 適切な授乳ができるためのケア（乳房ケア又は授乳支援等） 

④ 育児の手技についての具体的な指導及び相談 

（発育発達チェック、離乳食相談、育児相談、乳児の抱き方・オムツ交換・沐

浴・寝かしつけ等の指導・相談） 
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契約金額 下記のとおり県で統一。ただし、委託額、自己負担の割合は市町が決定 

 

 

 

 

 

 

 

（県資料より） 

負 担 割 合 
国 1/2 兵庫県 1/4 市町 1/4 

（令和６年度以前：国 1/2 市町 1/2） 
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４ 利用の流れについて 

【フロー図】 
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